
令和4年度　学校法人帝京学園　事業報告書

1.法人の概要

【建学の精神】

《帝京学園短期大学》

　努力をすべての基とし偏見を排し、幅広い知識を身につけ、国際的視野に立って判断ができ、実学を通して想像力

　および人間味豊かな、専門性ある人材の養成を目的とする。

《帝京中学校・高等学校》

　努力をすべての基とし「正直・礼儀を重んずる」の校訓にのっとり、前途洋々たる男女を、心身ともに健全で、責任感に

　富む公民として育成します。

【法人の沿革】

　当法人は昭和18年4月に旧制帝京中学校として設立され、昭和23年に学校法人帝京学園に改称。

　昭和42年に山梨帝京短期大学（現帝京学園短期大学）を設置し現在に至る。

　令和4年4月1日帝京第三高等学校が学校法人帝京大学に設置者変更。

【設置する学校・学科と入学定員、学生・生徒数の状況】

【役員・教職員の概要】

・役員の概要 定員数 理事5名 監事2名

常勤/非常勤 役職 氏名 現職 職務内容・役割

常勤 理事長 冲永 莊八 － 学園経営全般を統督

常勤 理事 三石 美鶴 － 学園短大副学長

非常勤 理事 奥村 英治 －

非常勤 理事（学外者） 冲永 聡子 眼科クリニック院長 財務担当

非常勤 理事（学外者） 山岡 尚世 大学病院医師 財務担当

非常勤 監事 櫻井 脩 －

非常勤 監事 関志 朗 －

・評議員の概要 冲永莊八 三石美鶴 奥村英治 冲永聡子

山岡尚世 橋本悳正 金野眞行 山崎弘美

東海林啓造 前田三夫 杉浦彰彦 （評議員の定数・実数ともに11名である）

【教職員の概要】

教員数 職員数

23 4

93 10

24 4

2.事業の概要

（１）主な教育・研究の概要

　　・帝京学園短期大学は、一般財団法人短期大学基準協会より、同協会が定める短期大学評価基準を満たしている

　　　ことから、令和5年3月10日付で適格と認められた。

　　・研究紀要第23号を発行した。

（２）中期的な計画及び事業計画の進捗・達成状況

　　・帝京中高では、①全普通教室にプロジェクターを設置、②全館に無線Wi-Fi設備を設置、③基幹サーバー更新完了

（３）令和4年11月より収益事業を開始、山梨県北杜市小淵沢町の旧キャンパス一部を賃貸。

3.財務の概要

（１）経営状況の分析

　　・学園全体としては学生生徒数は堅調に推移し、収支差額は着実に改善してきている。

　　・長期借入金は令和5年3月をもって完済した。

（２）経営上の特記事項

　　・令和4年4月1日付で、帝京第三高等学校を学校法人帝京大学に設置者変更した。

（３）今後の方針・対応方策

　　・経営力を一層強化し、継続的・安定的な財務基盤の構築とともに、質の高い教育研究活動を実現する。

　帝京学園短期大学　保育科 50 100 79

令和4年5月1日

　学校名・学科名 入学定員 収容定員 在学者数

令和2.5.31～令和5.5.30

　帝京高等学校 258 774 1049

　帝京中学校 160 480 302

令和4年5月1日

任期

令和2.5.31～令和5.5.30

令和3.4.1～令和5.5.30

令和2.5.31～令和5.5.30

令和2.5.31～令和5.5.30

令和2.5.31～令和5.5.30

令和2.5.31～令和5.5.30

令和4年5月1日

学校名 学長・校長名 所在地

　帝京中学校 東海林啓造 東京都板橋区稲荷台27-1

　帝京学園短期大学 冲永 莊八 山梨県山梨市上神内川1150-1

　帝京高等学校 東海林啓造 東京都板橋区稲荷台27-1


